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令和３年７月８日 

 

酒類業中央団体連絡協議会各組合  御中 

 

内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室 

国 税 庁 酒 税 課 

 

 

酒類の提供停止を伴う休業要請等に応じない 

飲食店との酒類の取引停止について（依頼） 

 

 

今般、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」（以下、「基本

的対処方針」という。）を改定し、緊急事態措置区域において酒類を提供する

飲食店に対しては新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成24年法律第31

号）第45条第２項に基づき休業要請が、まん延防止等重点措置地域（まん延防

止等重点措置区域のうち同法第31条の６第１項に基づき都道府県知事が定める

区域）における飲食店に対しては同法第31条の６第１項に基づき酒類の提供を

停止するよう要請が行われることとされています。これらの要請に正当な理由

がないのに応じないときに、同法第45条第３項又は第31条の６第３項に基づき

行われる命令に違反した場合には、過料を科すことができることとされており

ます（ただし、まん延防止等重点措置地域については、地域の感染状況等に応

じ、都道府県知事の判断で、「一定の要件」を満たした店舗において19時まで

酒類の提供ができることとするなど、緩和を行うことができることとされてお

ります）。 

本要請に関連して、貴協議会各組合におかれましては、以下の事項を会員各

社に周知されますようよろしくお願いします。 

 

記 

 

〇 酒類の提供停止を伴う休業要請等に応じない飲食店との取引停止について 

現在、緊急事態措置区域又はまん延防止等重点措置地域において、都道府県

から飲食店に対して酒類の提供停止を伴う休業要請等が行われていますが、飲

食店が同要請等に応じずに酒類の提供を行い、営業を続けている事例が見受け

られます。 



【照会先】 

内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室 

 企画調整担当  髙橋・徳永・藤代・岡田・矢部 

西中・寺井・小澤・鈴木・小林 

             電話  03(6257)3086（直通） 

 

 国税庁課税部酒税課 

          清水・反町・川村・築山・山里 

             電話  03(3581)4180（直通） 

酒類販売事業者におかれては、緊急事態措置区域若しくはまん延防止等重点

措置地域における飲食店が同要請等に応じていない場合又は酒類提供停止要請

が緩和されているまん延防止等重点措置地域における飲食店が「一定の要件」

を満たしていないにもかかわらず酒類提供を行っている場合など、飲食店が同

要請等に応じていないことを把握した場合には、新型コロナウイルス感染症の

拡大防止の徹底を図る観点から、そうした行為を助長しないよう、都道府県が

要請を行っている期間中、当該飲食店と酒類の取引を停止するようお願いしま

す。基本的対処方針における都道府県別の状況は別紙のとおりですが、今後、

各都道府県における具体的な要請内容が決まり次第、追って連絡します。 

 

〇 地方創生臨時交付金を活用した酒類販売事業者に対する支援について 

一定の売上減少が生じた酒類販売事業者に対しては、国の月次支援金の他、

多くの都道府県において新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を

活用した支援制度が設けられておりますので、積極的にご活用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



（別紙）基本的対処方針における都道府県別の状況 

 

緊急事態措置区域 

（対象都道府県）  

東京都、沖縄県 

（基本的対処方針抜粋） 

三 新型コロナウイルス感染症対策の実施に関する重要事項 

（３）まん延防止 

３）施設の使用制限等（前述の「２）催物（イベント等）の開催制限」、後述

する「７）学校等の取扱い」を除く） 

① 特定都道府県は、法第45条第２項等に基づき、感染リスクが高いと指摘さ

れている飲食の場を避ける観点から、酒類又はカラオケ設備を提供する飲食

店等（飲食業の許可を受けていないカラオケ店及び利用者による酒類の店内

持込みを認めている飲食店を含む。酒類及びカラオケ設備の提供（利用者に

よる酒類の店内持込みを含む。）を取り止める場合を除く。）に対して休業要

請を行うとともに、上記以外の飲食店（宅配・テイクアウトを除く。）に対

して、営業時間の短縮（20時までとする。）の要請を行うものとする。（後

略） 

 

まん延防止等重点措置区域 

（対象都道府県）  

埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府 

（基本的対処方針抜粋） 

三 新型コロナウイルス感染症対策の実施に関する重要事項 

（３）まん延防止 

９）重点措置区域における取組等 

① （前略）感染リスクが高いと指摘されている飲食の場を避ける観点から、

都道府県知事が定める期間及び区域において、法第31条の６第１項等に基づ

き、飲食店（宅配・テイクアウトを除く。）に対する営業時間の短縮（20時

までとする。）の要請を行うとともに、酒類の提供を行わないよう要請する

こと。ただし、地域の感染状況等に応じ、都道府県知事の判断で、別途通知

する「一定の要件」を満たした店舗において19時まで提供できることとする

など、緩和を行うことができるものとする。（後略） 


